
2026 年 2 月 20 日公開 

  パーソルキャリア株式会社 

 

doda利用規約：変更対比表 

 

2026 年 3 月 9 日に「doda 利用規約」を改定いたします。 

以下、現在の規約内容から変更する箇所を一覧にまとめておりますのでご参照ください。現在の規約内容から変更がない部分については記載を省略しています。 

 

改定前（2025 年 5 月 1 日版） 改定後（2026 年 3 月 9 日版） 改定概要 

前文（記載省略） 

 

第 1 条～第 6 条（記載省略） 

 

第 7 条（doda 転職フェア オンライン） 

1.（記載省略） 

2. 利用者は、自らの責任で、本イベントへの参加および求人者との

連絡、コミュニケーション等を行うものとします。当社は、これにより、求

人者または本イベントに参加する他の利用者との間で生じたトラブ

ル・紛争について、第 16 条に定める場合を除き、責任を負わないも

のとします。 

3. ～ 6. （記載省略） 

 

第 8 条～第 11 条（記載省略） 

 

第 12 条（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 条～第 25 条（記載省略） 

 

前文（現行から変更なし） 

 

第 1 条～第 6 条（現行から変更なし） 

 

第 7 条（doda 転職フェア オンライン） 

1.（現行から変更なし） 

2. 利用者は、自らの責任で、本イベントへの参加および求人者との

連絡、コミュニケーション等を行うものとします。当社は、これにより、求

人者または本イベントに参加する他の利用者との間で生じたトラブ

ル・紛争について、第 17 条に定める場合を除き、責任を負わないも

のとします。 

3. ～ 6. （現行から変更なし） 

 

第 8 条～第 11 条（現行から変更なし） 

 

第 12 条（企業ブロック） 

１．利用者は、本サービスのうち一部のサービスにおいて、自らの登

録情報を公開しない求人者等、または求人情報の案内を受け取ら

ない求人者等を登録することができます（当該登録機能を、以下

「企業ブロック」といいます。）。なお、登録情報として本サイトに登録

した直近の勤務先会社については、自動的に企業ブロックに設定さ

れます（企業ブロック登録をした求人者等と、本サイトに登録した直

近の勤務先会社をあわせて、以下「登録求人者等」といいま

す。）。 

２．企業ブロックの設定は、反映完了までに一定の時間を要するこ

とがあります。 

３．以下に該当する場合、企業ブロックの設定が機能せず、登録

求人者等に登録情報が公開され、また、登録求人者等の求人情

報の案内が届くことがあります。 

（1）組織再編や統廃合等により、登録求人者等の企業名や企

業情報等が変更になった場合 

（2）登録求人者等が法人番号を有していない個人事業主等で

ある場合 

（3）求人者等の企業名を誤って登録した場合 

（4）当社が定めた方法以外の方法で求人者等を登録した場合 

４．利用者は、企業ブロックの設定が反映されるまでの間、および

前項各号に該当する場合その他当社の責に帰さない事由等が生じ

た場合には、登録求人者等に対して登録情報が公開される場合が

あること、および登録求人者等の求人情報の案内が届く場合がある

こと等についてあらかじめ承諾します。 

 

第 13 条～第 26 条（現行から変更なし） 

 

 

 

 

 

第 12 条の新設に伴う条数の変

更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業ブロックの設定が反映されるま

でに一定の時間を要すること、ま

た、企業名を誤って登録した場合

には企業ブロックが機能しないこと

等を規定しました。 

 


